
令和４年第一回定例会提出議案一覧

整理
番号

議番号 案　　　　　　　件 所管課

1 1
専決処分の報告について（令和３年度熊本市一般会計補正予
算）

財政局
財政課

2 2
専決処分の報告について（令和３年度熊本市一般会計補正予
算）

財政局
財政課

3 3 令和４年度熊本市一般会計予算
財政局
財政課

4 4 令和４年度熊本市国民健康保険会計予算
財政局
財政課

5 5 令和４年度熊本市母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計予算
財政局
財政課

6 6 令和４年度熊本市介護保険会計予算
財政局
財政課

7 7 令和４年度熊本市後期高齢者医療会計予算
財政局
財政課

8 8 令和４年度熊本市農業集落排水事業会計予算
財政局
財政課

9 9 令和４年度熊本市産業振興資金会計予算
財政局
財政課

10 10 令和４年度熊本市競輪事業会計予算
財政局
財政課

11 11 令和４年度熊本市公共用地先行取得事業会計予算
財政局
財政課

12 12 令和４年度熊本市植木中央土地区画整理事業会計予算
財政局
財政課

13 13 令和４年度熊本市奨学金貸付事業会計予算
財政局
財政課

14 14 令和４年度熊本市公債管理会計予算
財政局
財政課

15 15 令和４年度熊本市病院事業会計予算
財政局
財政課

16 16 令和４年度熊本市水道事業会計予算
財政局
財政課

17 17 令和４年度熊本市下水道事業会計予算
財政局
財政課

予算案件（34件）
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整理
番号

議番号 案　　　　　　　件 所管課

18 18 令和４年度熊本市工業用水道事業会計予算
財政局
財政課

19 19 令和４年度熊本市交通事業会計予算
財政局
財政課

20 20 令和３年度熊本市一般会計補正予算
財政局
財政課

21 21 令和３年度熊本市国民健康保険会計補正予算
財政局
財政課

22 22 令和３年度熊本市介護保険会計補正予算
財政局
財政課

23 23 令和３年度熊本市後期高齢者医療会計補正予算
財政局
財政課

24 24 令和３年度熊本市農業集落排水事業会計補正予算
財政局
財政課

25 25 令和３年度熊本市競輪事業会計補正予算
財政局
財政課

26 26 令和３年度熊本市公共用地先行取得事業会計補正予算
財政局
財政課

27 27 令和３年度熊本市植木中央土地区画整理事業会計補正予算
財政局
財政課

28 28 令和３年度熊本市奨学金貸付事業会計補正予算
財政局
財政課

29 29 令和３年度熊本市公債管理会計補正予算
財政局
財政課

30 30 令和３年度熊本市病院事業会計補正予算
財政局
財政課

31 31 令和３年度熊本市水道事業会計補正予算
財政局
財政課

32 32 令和３年度熊本市下水道事業会計補正予算
財政局
財政課

33 33 令和３年度熊本市工業用水道事業会計補正予算
財政局
財政課

34 34 令和３年度熊本市交通事業会計補正予算
財政局
財政課
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整理
番号

議番号 案　　　　　　　件 所管課

1 35 熊本市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
総務局
人事課

2 36 熊本市附属機関設置条例の一部改正について
総務局
人事課

3 37
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法
律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

総務局
労務厚生課
消防局
警防課

4 38
熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一
部改正について

総務局
労務厚生課

5 39
熊本市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例の一部改正
について

消防局
警防課

6 40 熊本市公民館条例の一部改正について
文化市民局
生涯学習課

7 41
市立高等学校・市立総合ビジネス専門学校改革に伴う関係条例
の整備に関する条例の制定について

教育委員会
学校改革推進課

8 42 熊本市立野外教育施設条例の一部改正について
教育委員会
青少年教育課

9 43 熊本市奨学金条例の一部改正について
教育委員会
指導課

10 44 熊本市手数料条例の一部改正について
健康福祉局
高齢福祉課

11 45 熊本市介護給付費準備基金条例の制定について
健康福祉局
介護保険課

12 46
熊本市夏休みの障害児・家族支援事業利用者負担金徴収条例を
廃止する条例の制定について

健康福祉局
障がい保健福祉課

13 47
熊本市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める
条例等の一部改正について

健康福祉局
保育幼稚園課

14 48
熊本市太陽光発電のための公共施設の屋根等の使用に関する条
例の一部改正について

環境局
環境政策課

15 49 熊本市東部堆肥センター条例の一部改正について
環境局
水保全課

16 50
熊本市新型コロナウイルス感染症金融対策基金条例の一部改正
について

経済観光局
商業金融課

17 51 熊本市九州自然歩道利用拠点施設条例の一部改正について
農水局

農業政策課

条例案件（22件）
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整理
番号

議番号 案　　　　　　　件 所管課

18 52 熊本市開発許可の基準等に関する条例の一部改正について
都市建設局
都市政策課

19 53
熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例の一部改
正について

都市建設局
交通政策課

20 54
熊本市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の一部
改正について

都市建設局
市街地整備課

21 55
熊本市都市再生特別措置法に基づく特定路外駐車場の規模を定
める条例の制定について

都市建設局
市街地整備課

22 56 熊本市営住宅条例の一部を改正する等の条例の制定について
都市建設局
市営住宅課
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整理
番号

議番号 案　　　　　　　件 所管課

1
自57
至83

市道の認定について（２７路線）
都市建設局
土木総務課

2
自84
至87

市道の廃止について（４路線）
都市建設局
土木総務課

3 88 和解の成立について（損害賠償請求事件）
教育委員会
健康教育課

4 89 包括外部監査契約締結について
総務局
総務課

5 90
熊本市及び山鹿市における連携中枢都市圏の形成に係る連携協
約の締結について

政策局
政策企画課

6 91 公の施設の他の団体の利用に関する協定について
教育委員会
図書館

7 92 公の施設の他の団体の利用に関する協定の一部変更について
上下水道局
計画調整課

その他の案件（36件）
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整理
番号

報番号 案　　　　　　　件 所管課

1 1 専決処分の報告について（損害賠償額の決定）
総務局
法制課

2 2
専決処分の報告について（合志川改修附帯舟島橋架替工事委託
契約の変更）

都市建設局
道路計画課

3 3
専決処分の報告について（一般県道砂原四方寄線（池上工区）
谷尾崎高架橋下部工Ｐ５工事請負契約の変更）

総務局
工事契約課

4 4
専決処分の報告について（一般県道池上インター線池上イン
ター橋（区間①－２・②）橋梁上部工外工事請負契約の変更）

総務局
工事契約課

5 5
専決処分の報告について（県指定重要文化財洋学校教師館
（ジェーンズ邸）災害復旧工事請負契約の変更）

総務局
工事契約課

6 6
専決処分の報告について（（長寿命化）子ども文化会館空調設
備改修工事請負契約の変更）

総務局
工事契約課

7 7
専決処分の報告について（城南Ｂ＆Ｇ海洋センター災害復旧そ
の他工事請負契約の変更）

総務局
工事契約課

報告案件（7件）
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令和４年第一回定例会提出議案一覧 

【 条例案件 】 

整理番号 

議番号 
件名、提出理由及び主な内容等 

【１】 

議第 35号 

件名：熊本市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

＜改正理由＞ 

 非常勤職員の育児休業等の取得要件の緩和及び育児休業を取得しやすい

勤務環境の整備に関する措置を行うため、所要の改正を行うもの 

＜改正内容＞ 

１ 非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件のうち「引き続き在職

した期間が１年以上」との要件を廃止する。 

２ 育児休業を取得しやすい勤務環境を整備するため、次に掲げる措置を

講じることとする。 

 (1) 妊娠・出産等を申し出た職員に対する個別の周知・意向確認 

 (2) 育児休業に関する研修の実施、相談体制の整備等 

＜施行日＞ 

 令和４年（２０２２年）４月１日 

 

【２】 

議第 36号 

件名：熊本市附属機関設置条例の一部改正について 

＜改正理由＞ 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に

基づく附属機関を設置する等のため、所要の改正を行うもの 

＜改正内容＞ 

１ 附属機関の設置 

 市長の附属機関 

(1) 熊本市総合計画審議会 

(2) 熊本城復旧基本計画検証委員会 

(3) 熊本市緑の基本計画推進委員会 

(4) 熊本市健全な森づくり推進協議会 

２ 附属機関の廃止 

 市長の附属機関 

(1) 熊本市一般廃棄物処理基本計画策定委員会 

(2) 熊本市健全な森づくり推進計画(仮称)策定委員会 

３ その他規定の整備 

＜施行日＞ 

 令和４年（２０２２年）４月１日 
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【３】 

議第 37号 

件名：年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

＜制定理由＞ 

 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律（令和

２年法律第４０号）の施行に伴い、関係条例の整備をするため、この条例

を制定するもの 

＜制定内容＞ 

 次に掲げる条例につき、株式会社日本政策金融公庫等が行う年金担保貸

付事業の廃止に伴い、退隠料等の給付を受ける権利を担保に供することに

係る規定の整備を行う。 

 (1) 熊本市退隠料退職給与金死亡給与金遺族扶助料条例（大正１４年告

示第２５号） 

 (2) 熊本市職員共済組合条例（昭和３０年条例第２７号） 

 (3) 熊本市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例（昭和３５

年条例第１７号） 

 (4) 熊本市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第３９号） 

＜施行日＞ 

 令和４年（２０２２年）４月１日 

 

【４】 

議第 38号 

 

 

件名：熊本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改

正について 

＜改正理由＞ 

 会計年度任用職員の期末手当の改定をするため、所要の改正を行うもの 

＜改正内容＞ 

 令和４年度（２０２２年度）以降の期末手当（６月及び１２月支給）の

支給割合の改定 

各 1.275月分 → 各 1.20月分（各－0.075 月分） 

＜施行日＞ 

 令和４年（２０２２年）４月１日 
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【５】 

議第 39号 

 

 

件名：熊本市消防団員の定員、任用、服務等に関する条例の一部改正につ

いて 

＜改正理由＞ 

 消防団員に係る報酬額の改定及び出動報酬の整備をするため、所要の改

正を行うもの 

＜改正内容＞ 

１ 消防団員の報酬額（年額）の改定 

階級 現行 改正後 

団長 75,000円 82,500円 

副団長 60,000円 69,000円 

分団長 40,000円 50,500円 

副分団長 34,000円 45,500円 

部長 25,000円 37,000円 

班長 24,000円 37,000円 

その他の団員 23,000円 36,500円 

２ 出動報酬に係る規定の整備 

  出動報酬として１回につき４，０００円（１回の従事時間が４時間を

超えるときは、以後４時間までごとに４，０００円を加算）を支給 

 ※ 現行においては、費用弁償として１回につき２，６００円を支給 

＜施行日＞ 

 令和４年（２０２２年）４月１日 

 

9



 

【６】 

議第 40号 

 

 

 

件名：熊本市公民館条例の一部改正について 

＜改正理由＞ 

 公民館の会議室等における使用時間区分の見直しに伴い、所要の改正を

行うもの 

＜改正内容＞ 

 公民館の会議室、料理実習室及びホール並びに冷暖房設備の使用につい

て、午前、午後又は夜間の使用に加え、１時間単位による使用を可能とす

る。 

 

施設使用料 冷暖房設備使用料 

１時間単位 

（１時間までごとに） 

１時間単位 

（１時間までごとに） 

大会議室 ４４０円 ７０円 

中会議室 ３００円 ５０円 

小会議室 １４０円 ４０円 

料理実習室 ５００円 ５０円 

ホール ６７０円 ２４０円 

＜施行日＞ 

 令和４年（２０２２年）１０月１日等 
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【７】 

議第 41号 

件名：市立高等学校・市立総合ビジネス専門学校改革に伴う関係条例の整

備に関する条例の制定について 

＜制定理由＞ 

 市立総合ビジネス専門学校の課程の見直し等に伴い、関係条例の整備を

するため、この条例を制定するもの 

＜制定内容＞ 

１ 熊本市立総合ビジネス専門学校条例（平成２年条例第４４号）の一部

改正 

 (1) 一般課程（夜間）の廃止 

 (2) 科目等履修生及び聴講生を受講対象者とすることに伴う受講料等

の新設等 

対象者 区分 金額 

科目等履修生 入学料 ３，０００円 

 受講料 １単位につき１０，０００円 

聴講生 受講料 １単位につき１０，０００円 

 (3) 専門課程における生徒として入学しようとする者に係る入学考査

料等の改定 

区分 現行 改定後 

入学考査料 ４，８００円 ５，２００円 

入学料 ３０，０００円 ５８，０００円 

 (4) 市立高等学校の在校生が科目等履修生又は聴講生となる場合にお

ける受講料等の減免に係る規定の新設 

２ 熊本市立高等学校条例（昭和３９年条例第４０号）の一部改正 

  学科の改編に伴う規定の整備等 

＜施行日＞ 

 令和５年（２０２３年）４月１日等 
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【８】 

議第 42号 

件名：熊本市立野外教育施設条例の一部改正について 

＜改正理由＞ 

 熊本市立金峰山少年自然の家の設置目的に市民に自然に親しむ体験の機

会を提供することを加えるとともに、同施設に指定管理者制度を導入する

等のため、所要の改正を行うもの 

＜改正内容＞ 

１ 題名及び施設名の変更 

 (1) 題名 

  【変更前】熊本市立野外教育施設条例 

  【変更後】熊本市立金峰山自然の家条例 

 (2) 施設名 

  【変更前】熊本市立金峰山少年自然の家 

  【変更後】熊本市立金峰山自然の家 

２ 設置目的として市民に自然に親しむ体験の機会を提供することを追加 

３ 指定管理者制度の導入に係る規定の追加 

 (1) 指定管理者の指定の手続等 

 (2) 指定管理者が行う業務 

 (3) 利用料金制度に係る規定 

 (4) 協定の締結、指定の取消し等に係る損害賠償及び秘密保持義務等 

４ 使用料の設定 

使用区分 使用時間 使用者 使用料 

宿泊室 午後１時から翌日

の午前１０時まで 

一般 １人１泊 １，４００円 

大学生・高校生 １人１泊 ９００円 

中学生以下 １人１泊 ７００円 

テントサ

イト 

 

午前１１時から翌

日の午前１０時ま

で 

一般 １人１泊 １，０００円 

大学生・高校生 １人１泊 ６００円 

中学生以下 １人１泊 ５００円 

日帰り 午前１１時から午

後９時まで 

一般 １人 ５００円 

大学生・高校生 １人 ３００円 

中学生以下 １人 ２５０円 

 ※ 中学生以下で本市内の小学校又は中学校に通学する者及びその引率

者が教育課程に基づく学習活動として金峰山自然の家を使用する場合

における使用料並びに小学校就学の始期に達するまでの者の使用料

は、無料 

＜施行日＞ 

 令和７年（２０２５年）４月１日等 
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【９】 

議第 43号 

件名：熊本市奨学金条例の一部改正について 

＜改正理由＞ 

 経済的理由により修学が困難な者に対し、高校等進学支援金を支給する

ため、所要の改正を行うもの 

＜改正内容＞ 

経済的理由により修学が困難な者であって高等学校等への入学を許可さ

れたものに対し、高校等進学支援金（１人につき４０，０００円）を支給

することとする。 

＜施行日＞ 

 令和４年（２０２２年）４月１日 

 

【１０】 

議第 44号 

 

 

件名：熊本市手数料条例の一部改正について 

＜改正理由＞ 

 熊本市優待証（さくらカード）の交付に係る手数料を廃止するため、所

要の改正を行うもの 

＜改正内容＞ 

 熊本市優待証（さくらカード）を熊本市おでかけＩＣカードに統合する

ことに伴い、熊本市優待証（さくらカード）の交付に係る手数料（１件に

つき３００円）を廃止する。 

＜施行日＞ 

 令和４年（２０２２年）４月１日 

 

【１１】 

議第 45号 

 

 

件名：熊本市介護給付費準備基金条例の制定について 

＜制定理由＞ 

 介護保険に係る中期的な財政を調整し、及び事業の安定的な運営を図る

資金に充てるための熊本市介護給付費準備基金を設置するため、この条例

を制定するもの 

＜制定内容＞ 

１ 積立額 介護保険会計歳入歳出予算で定める額 

２ 管理 金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法による保管等 

３ 運用益金の処理 介護保険会計歳入歳出予算に計上し、基金に編入 

４ その他 

＜施行日＞ 

 公布の日 
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【１２】 

議第 46号 

 

 

件名：熊本市夏休みの障害児・家族支援事業利用者負担金徴収条例を廃止

する条例の制定について 

＜制定理由＞ 

 熊本市夏休みの障害児・家族支援事業利用者負担金徴収条例（平成１５

年条例第４９号）を廃止するため、この条例を制定するもの 

＜制定内容＞ 

 熊本市夏休みの障害児・家族支援事業利用者負担金徴収条例の廃止 

＜施行日＞ 

 公布の日 

 

【１３】 

議第 47号 

 

 

件名：熊本市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

等の一部改正について 

＜改正理由＞ 

 熊本市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例（令和３年条例第５４号）の施行に伴い、関係条例の規定を

整備するため、所要の改正を行うもの 

＜改正内容＞ 

 次に掲げる条例につき、引用条項の整備を行うとともに、それぞれに規

定する基準については、独自の基準以外は省令等に定める基準とする。 

(1) 熊本市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年条例第６１号） 

(2) 熊本市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に

関する基準を定める条例（平成２６年条例第６３号） 

(3) 熊本市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定要件に関

する条例(平成３０年条例第６０号) 

＜施行日＞ 

 公布の日 
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【１４】 

議第 48号 

件名：熊本市太陽光発電のための公共施設の屋根等の使用に関する条例の

一部改正について 

＜改正理由＞ 

 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一

部を改正する法律（令和２年法律第４９号）等の施行による電気事業者に

よる再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３年法律

第１０８号）の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの 

＜改正内容＞ 

 引用条項等の整備 

＜施行日＞ 

令和４年（２０２２年）４月１日等 

 

【１５】 

議第 49号 

件名：熊本市東部堆肥センター条例の一部改正について 

＜改正理由＞ 

 東部堆肥センターにおいて生産した堆肥の運搬又は運搬及び散布に係る

手数料を定める等のため、所要の改正を行うもの 

＜改正内容＞ 

１ 東部堆肥センターで生産された堆肥をその購入者の依頼により運搬又

は運搬及び散布をする場合における手数料の新設 

区分 センターから運搬する場所までの直線距離 手数料 

運搬 ７キロメートル以内 １，０００円 

７キロメートルを超え１５キロメートル以内 １，５００円 

１５キロメートルを超える市内 １，５００円 

運搬及び散布 ７キロメートル以内 １，５００円 

 ７キロメートルを超え１５キロメートル以内 ２，０００円 

 １５キロメートルを超える市内 ２，０００円 

２ 家畜排せつ物を搬入し堆肥の提供を受けた者が堆肥の散布のために機

器を使用する場合の使用料の改定 

区分 現行 改定後 

１時間までごとに ３，０００円 １，０００円 

半日 午前９時から午後０時４５分まで  ９，０００円 ３，０００円 

午後１時１５分から午後５時まで ９，０００円 ３，０００円 

１日 午前９時から午後５時まで １８，０００円 ６，０００円 

＜施行日＞ 

 令和４年（２０２２年）４月１日 
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【１６】 

議第 50号 

 

件名：熊本市新型コロナウイルス感染症金融対策基金条例の一部改正につ

いて 

＜改正理由＞ 

 熊本市新型コロナウイルス感染症金融対策基金の設置期間の延長等を行

うため、所要の改正を行うもの 

＜改正内容＞ 

１ 基金の設置期間の延長 

   現 行：令和６年（２０２４年）３月３１日まで 

   改正後：令和７年（２０２５年）３月３１日まで（１年延長） 

２ その他規定の整備 

＜施行日＞ 

 公布の日 

 

【１７】 

議第 51号 

件名：熊本市九州自然歩道利用拠点施設条例の一部改正について 

＜改正理由＞ 

 熊本市九州自然歩道利用拠点施設が行う事業を拡充するため、所要の改

正を行うもの 

＜改正内容＞ 

１ 設置目的として、森林環境教育等の推進を追加 

２ 施設が行う事業に、森林の有する機能の学習並びに森林及び木材を活

用した体験活動に関することを追加 

＜施行日＞ 

 令和４年（２０２２年）４月１日 

 

【１８】 

議第 52号 

件名：熊本市開発許可の基準等に関する条例の一部改正について 

＜改正理由＞ 

 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４３号）

の施行による都市計画法（昭和４３年法律第１００号）の一部改正及び都

市再生特別措置法施行令及び都市計画法施行令の一部を改正する政令（令

和２年政令第３３７号）等の施行による都市計画法施行令（昭和４４年政

令第１５８号）の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの 

＜改正内容＞ 

 市街化調整区域に係る開発行為については、原則として、災害危険区域、

地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水想定区域のうち災害時に

人命に危険を及ぼす可能性の高い区域等を含まないこととされたことに伴

う規定の整備 

＜施行日＞ 

 令和４年（２０２２年）４月１日 
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【１９】 

議第 53号 

件名：熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例の一部改正に
ついて 

＜改正理由＞ 

 自転車の安全利用を促進するための各主体の責務の追加、市が行う自転車の安全利

用の推進及び利用環境の整備に関する規定の追加、自転車損害賠償保険等への加入促

進に関する規定の追加等を行うため、所要の改正を行うもの 

＜改正内容＞ 

１ 自転車の安全利用を促進するための各主体の責務の追加 

 (1) 自転車の利用者等の責務 

  ア 自転車を利用する際は、乗車用ヘルメットを着用すること。 

  イ 道路交通法等の規定により備えるべき前照灯及び尾灯又は後方への反射器

材に加え、自転車の両側面方向への反射器材を装備すること。 

 (2) 保護者等の責務 

  ア その保護する者が利用する自転車について定期的に点検し、必要な整備を行

うこと。 

  イ その保護する者に対し、夜間に自転車を利用する場合においては、適切に前

照灯等の点灯及び反射器材の装備をさせること。 

 (3) 学校の長の責務 

  ア 在学する児童、生徒又は学生に対する乗車用ヘルメットの着用その他の安全

上の措置に関する指導の実施に努めること。 

  イ 当該学校の教職員に対し自転車の交通安全教育に必要な知識を習得させる

ために必要な研修の機会を提供することその他の取組の実施に努めること。 

 (4) 事業者の責務 

   自転車で通勤し、又は事業活動において自転車を利用する従業者に対し、乗車

用ヘルメットの着用その他の自転車の安全利用に必要な啓発及び指導を行うよ

う努めること。 

 (5) 自転車貸付業者の責務 

   自転車の貸出しに当たっては、当該自転車について定期的に点検し、必要な整

備を行うよう努めること。 

 (6) 自動車及び原動機付自転車の運転者の責務 

   自転車の側方を通過するときは、当該自転車との間に安全な間隔を保ち、又は

徐行するよう努めること。 

２ 市が行う自転車の安全利用の推進及び利用環境の整備に関する規定の追加 

 (1) 交通安全教育の推進 

 (2) 自転車利用環境の整備 

 (3) 自主的な取組を行う市民への支援 

３ 自転車損害賠償保険等への加入促進に関する規定の追加 

 (1) 自転車の利用者等は、自転車損害賠償保険等の種類に応じ、それに加入し、又

は加入するよう努めなければならない。 

 (2) 自転車小売業者、事業者及び自転車貸付業者は、自転車損害賠償保険等に係る

加入の確認及び情報の提供に努めるものとする。 

 (3) 学校の長は、在学する児童、生徒又は学生に対し、自転車損害賠償保険等に関

する啓発及び情報の提供に努めなければならない。 

 (4) 市は、賠償責任の周知及び自転車損害賠償保険等に係る加入促進の啓発を行

うものとする。 

＜施行日＞ 

 令和４年（２０２２年）１０月１日 
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【２０】 

議第 54号 

件名：熊本市における建築物に附置する駐車施設に関する条例の一部改正

について 

＜改正理由＞ 

 駐車場整備地区における駐車施設の台数の基準の緩和、滞在快適性等向

上区域における駐車施設の位置の基準の緩和及び駐車施設の環境整備の推

進等を行うため、所要の改正を行うもの 

＜改正内容＞ 

１ 附置すべき駐車施設の台数に係る基準の緩和 

 (1) 駐車施設の台数の基準の見直し 

  ア 特定用途（店舗など）で２，０００㎡超のもの 

     ２，０００㎡を超える部分につき３００㎡までごとに１台 

   → ２，０００㎡を超える部分につき６００㎡までごとに１台 

  イ 非特定用途（マンションなど）で３，０００㎡超のもの 

     ３，０００㎡を超える部分につき４５０㎡までごとに１台 

   → ３，０００㎡を超える部分につき９００㎡までごとに１台 

 (2) 建築物の利用者に対して公共交通機関の利用促進に資する措置を

講じた場合における駐車施設の台数を緩和する特例の創設 

２ 附置すべき駐車施設の位置に係る基準の緩和 

 (1) 滞在快適性等向上区域における駐車施設の位置に係る基準の緩和 

     敷地内に設置 

   → 敷地内又はおおむね５００ｍ以内の集約駐車施設内に設置 

 (2) 建築物の構造等により駐車施設を附置することが著しく困難である

と認められる場合における駐車施設の附置の特例に係る距離の見直し 

     対象建築物のおおむね２００ｍ以内に設置 

   → 対象建築物のおおむね５００ｍ以内に設置 

３ 駐車施設の環境整備の推進 

 (1) 車椅子利用者のための駐車施設の設置義務の新設 

   駐車施設のうち１台以上は、車椅子利用者のための駐車施設としな

ければならないこととした。 

 (2) 荷さばきのための駐車施設の設置義務の新設 

   一定規模以上の店舗や事務所の新築等をする場合は、駐車施設のう

ち一定台数を荷さばきのための駐車施設としなければならないことと

した。 

＜施行日＞ 

 令和４年（２０２２年）１０月１日 
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【２１】 

議第 55号 

件名：熊本市都市再生特別措置法に基づく特定路外駐車場の規模を定める

条例の制定について 

＜制定理由＞ 

 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第６２条の９第１項の

規定に基づき同項の特定路外駐車場の規模を定めるため、この条例を制定

するもの 

＜制定内容＞ 

 滞在快適性等向上区域内においてあらかじめ市長への設置の届出が必要

となる特定路外駐車場の規模は、自動車の駐車の用に供する部分の面積が

５０平方メートル以上とする。 

＜施行日＞ 

 令和４年（２０２２年）１０月１日 

 

【２２】 

議第 56号 

 

 

件名：熊本市営住宅条例の一部を改正する等の条例の制定について 

＜制定理由＞ 

 本市の特定優良賃貸住宅制度の終了に伴う必要な規定の整備等をするた

め、この条例を制定するもの 

＜制定内容＞ 

１ 熊本市営住宅条例（平成９年条例第４５号）の一部改正 

  市営住宅の定義に係る規定の整備 

２ 熊本市特定優良賃貸住宅管理条例（平成６年条例第３８号）の廃止 

＜施行日＞ 

 令和４年（２０２２年）４月１日 
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【 その他の案件 】 

整理番号 

議番号 
件名、提出理由及び主な内容等 

【１】 

自 

議第 57号 

至 

議第 83号 

件名：市道の認定について（２７路線） 

＜提出理由＞ 

次の事由に伴う市道認定について、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定に基づき、市議会の議決を求めるもの 

(1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３９条の規定に基づく

管理帰属 

(2) 地元要望 

(3) 払下げ 

(4) 管理引継 

※ 市道認定基準 幅員４ｍ以上、縦断勾配９％以下等 

＜主な内容＞ 

楡木５丁目第７号線 外２６路線 

 

【２】 

自 

議第 84号 

至 

議第 87号 

 

件名：市道の廃止について（４路線） 

＜提出理由＞ 

 次の事由に伴う市道廃止について、道路法（昭和２７年法律第１８０号） 

第１０条第３項の規定に基づき、市議会の議決を求めるもの 

(1) 払下げ 

(2) 開発行為 

＜主な内容＞ 

 打越町第１８号線 外３路線 
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【３】 

議第 88号 

件名：和解の成立について（損害賠償請求事件） 

＜提出理由＞ 

 学校事故における生徒であった者等の損害賠償請求事件について、熊本

地方裁判所の和解勧告に従い、和解を成立させるため、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定に基づき、市議会の

議決を求めるもの 

＜主な内容＞ 

１ 相手方  

  熊本市立中学校の生徒であった者及びその両親 

２ 事件名 

  熊本地方裁判所 平成２８年（ワ）第４３５号 損害賠償請求事件 

３ 主な請求内容 

  相手方は、市に対し、相手方のうち熊本市立中学校の生徒であった者

に対する金３６７８万７３０８円及びその両親に対する各金３００万円

並びにこれらに対する平成２４年５月１６日から支払済みまで年５分の

割合による金員を支払うよう請求する。 

４ 和解条項 

 (1) 市は、相手方に対し、本件和解金として、２０００万円の支払義務

があることを認める。 

 (2) 市は、相手方に対し、令和４年３月３１日限り、前号の金員を相手

方が指定した銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手

数料は、市の負担とする。 

 (3) 市は、相手方に対し、相手方が第１号の和解金とは別に、独立行政

法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付契約にかかる災害共済

給付（障害見舞金）の請求をすることを認める。 

 (4) 市は、第１号の和解金とは別に、保険契約者である全国市長会の引

き受け幹事保険会社に対し、相手方を補償対象者とする全国市長会学

校災害賠償補償保険の学校災害補償保険の後遺障害補償保険金の請求

手続をする。 

 (5) 相手方は、その余の請求をいずれも放棄する。 

 (6) 相手方及び市は、相手方と市との間には、本件に関し、本和解条項

に定めるもののほか、何らの債権債務関係がないことを相互に確認す

る。 

 (7) 訴訟費用は、各自の負担とする。 
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【４】 

議第 89号 

件名：包括外部監査契約締結について 

＜提出理由＞ 

包括外部監査契約締結について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２５２条の３６第１項の規定に基づき、市議会の議決を求めるもの 

＜主な内容＞ 

１ 契約の始期 令和４年（２０２２年）４月１日 

２ 契約の金額 １２，７２１，０００円を上限とする額 

３ 費用の支払方法 

監査報告提出後に支払う。ただし、基本費用の２分の１の範囲内で前

金払をすることができる。 

４ 契約の相手方 公認会計士 庄田 浩一 

 

【５】 

議第 90号 

件名：熊本市及び山鹿市における連携中枢都市圏の形成に係る連携協約の

締結について 

＜提出理由＞ 

熊本市と山鹿市との間における連携協約の締結について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２５２条の２第３項の規定に基づき、市議会の

議決を求めるもの 

＜主な内容＞ 

 山鹿市との連携を図るため、協議により、次の事項に係る連携協約を締

結する。 

１ 目的 

２ 基本方針 

３ 次に掲げる政策分野ごとの連携する取組及び役割分担 

(1) 圏域全体の経済成長のけん引に係る政策分野 

(2) 高次の都市機能の集積・強化に係る政策分野 

(3) 圏域全体の生活関連機能サービスの向上に係る政策分野 

４ 費用分担 

  熊本市及び山鹿市が協議して定める。 

５ 連絡会議 
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【６】 

議第 91号 

件名：公の施設の他の団体の利用に関する協定について 

＜提出理由＞ 

公の施設の他の団体の利用について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の３第３項の規定に基づき、市議会の議決を求めるもの

＜主な内容＞ 

 地方自治法第２４４条の３第２項の規定により、公の施設の利用につい

て、熊本市と山鹿市との間で次のとおり協定する。 

１ 協定の趣旨 相互の住民への図書資料の貸出し 

２ 対象となる公の施設 

 (1) 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）に基づく図書館のうち熊本

市及び山鹿市が設置するもの 

 (2) 次に掲げる施設に附属する図書室 

  ア 熊本市公民館条例（昭和４３年条例第１６号）に規定する公民館 

  イ 熊本市男女共同参画センターはあもにい 

  ウ 山鹿市公民館条例（平成１７年山鹿市条例第９４号）に規定する

公民館 

３ 施設の利用関係 

２に規定する公の施設を設置した市の条例、規則その他の規程の規定

により貸出しを実施 

４ 経費の負担 ２に規定する公の施設を設置した市が負担 

 

【７】 

議第 92号 

件名：公の施設の他の団体の利用に関する協定の一部変更について 

＜提出理由＞ 

平成５年４月１日付けで熊本市と菊陽町との間に締結した公の施設の他

の団体の利用に関する協定の一部変更について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号)第２４４条の３第２項の規定により協議するため、同条第３

項の規定に基づき、市議会の議決を求めるもの 

＜主な内容＞ 

 下水道法（昭和３３年法律第７９号）に基づき設置した熊本市公共下水

道施設及び菊陽町公共下水道施設を相互に利用する区域の変更 

 (1) 熊本市公共下水道施設を利用する菊陽町の区域を追加 

 (2) 菊陽町公共下水道施設を利用する熊本市の区域を縮小 
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【 報告案件 】 

整理番号 

報番号 
件名、提出理由及び主な内容等 

【１】 

報第 1号 

件名：専決処分の報告について（損害賠償額の決定） 

＜提出理由＞ 

 損害賠償額の決定について、熊本市長の専決処分事項に関する条例（昭

和４１年条例第２５号）第２号の規定に基づき専決処分したので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第２項の規定に基づき、市議

会に報告するもの 

＜主な内容＞ 

・件数 ６６件 

・損害賠償総額 １１，４７８，５４８円 

 （令和３年（２０２１年）１月１日～同年１２月３１日） 

＜備考＞ 

種類 件数 金額 

公用車等による交通事故 30 6,255,431円 

道路その他工作物管理瑕疵による事故 24 3,957,262円 

職員の過失による器物損壊 12 1,265,855円 
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【２】 

報第 2号 

件名：専決処分の報告について（合志川改修附帯舟島橋架替工事委託契約

の変更） 

＜提出理由＞ 

工事委託契約の変更について、熊本市長の専決処分事項に関する条例（昭

和４１年条例第２５号）第３号の規定に基づき専決処分したので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第２項の規定に基づき、市議

会に報告するもの 

＜主な内容＞ 

１ 委 託 金 額  (1) ９３５，７８２，７１５円 

                  ↓ 

            ８６６，７６４，１９２円 

         (2) ８６６，７６４，１９２円 

                 ↓ 

            ８５９，８３４，５０２円 

２ 契約の相手方  福岡市博多区博多駅東２丁目１０番７号 

         九州地方整備局 

         局長 藤巻 浩之 

３ 専  決  日  (1) １(1)の専決日 

            令和３年（２０２１年）１２月２７日 

          (2) １(2)の専決日 

            令和４年（２０２２年）１月２０日 
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【３】 

報第 3号 

件名：専決処分の報告について（一般県道砂原四方寄線（池上工区）谷尾

崎高架橋下部工Ｐ５工事請負契約の変更） 

＜提出理由＞ 

工事請負契約の変更について、熊本市長の専決処分事項に関する条例（昭

和４１年条例第２５号）第３号の規定に基づき専決処分したので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第２項の規定に基づき、市議

会に報告するもの 

＜主な内容＞ 

１ 請 負 金 額   ４６８，１９６，３０３円 

               ↓ 

          ４９５，１７５，７３４円 

２ 契約の相手方  松尾・昌南特定建設工事共同企業体 

          代表者 熊本市中央区新屋敷１丁目１９番２２号 

              松尾建設 株式会社 熊本支店 

              執行役員支店長 石橋 和人 

 

              熊本市西区島崎２丁目８番１３－８０２号 

              有限会社 昌南建設 

代表取締役 三輪 敏郎 

３ 専 決 日  令和４年（２０２２年）１月１４日 

 

【４】 

報第 4号 

件名：専決処分の報告について（一般県道池上インター線池上インター橋

（区間①－２・②）橋梁上部工外工事請負契約の変更） 

＜提出理由＞ 

工事請負契約の変更について、熊本市長の専決処分事項に関する条例（昭

和４１年条例第２５号）第３号の規定に基づき専決処分したので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第２項の規定に基づき、市議

会に報告するもの 

＜主な内容＞ 

１ 請 負 金 額  １，１０５，８２０，４９６円 

                ↓ 

          １，０９４，３８９，９５６円 

２ 契約の相手方  福岡市中央区赤坂１丁目１２番６号 

瀧上工業 株式会社 福岡営業所 

          所長 手塚 信一 

３ 専 決 日  令和４年（２０２２年）１月１４日 
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【５】 

報第 5号 

 

件名：専決処分の報告について（県指定重要文化財洋学校教師館（ジェー

ンズ邸）災害復旧工事請負契約の変更） 

＜提出理由＞ 

工事請負契約の変更について、熊本市長の専決処分事項に関する条例（昭

和４１年条例第２５号）第３号の規定に基づき専決処分したので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第２項の規定に基づき、市議

会に報告するもの 

＜主な内容＞ 

１ 請 負 金 額  ５０８，５８７，１５８円 

                ↓ 

          ５１６，８８９，３６６円 

２ 契約の相手方  福岡市博多区博多駅前３丁目１９番５号 

松井建設 株式会社 九州支店 

執行役員支店長 北原 勝彦 

３ 専 決 日  令和４年（２０２２年）１月１４日 
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【６】 

報第 6号 

 

件名：専決処分の報告について（（長寿命化）子ども文化会館空調設備改修

工事請負契約の変更） 

＜提出理由＞ 

工事請負契約の変更について、熊本市長の専決処分事項に関する条例（昭

和４１年条例第２５号）第３号の規定に基づき専決処分したので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第２項の規定に基づき、市議

会に報告するもの 

＜主な内容＞ 

１ 請 負 金 額  ５８７，４００，０００円 

                ↓ 

          ５９２，１０７，３８６円 

２ 契約の相手方  肥後・ＳＹＳＫＥＮ・旭・熊電建設工事共同企業体 

          代表者 熊本市東区戸島町９７４番地１１ 

株式会社 肥後設備 

代表取締役 中上 博貴 

 

熊本市中央区萩原町１４番４５号 

株式会社 ＳＹＳＫＥＮ 

代表取締役社長 福元 秀典 

 

熊本市南区田迎６丁目１１番３号 

旭電業 株式会社 

代表取締役 吉村 俊彦 

 

熊本市東区小峯２丁目６番６４号 

株式会社 熊電施設 

代表取締役社長 田中 英雄 

３ 専 決 日  令和４年（２０２２年）１月１４日 
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【７】 

報第 7号 

 

件名：専決処分の報告について（城南Ｂ＆Ｇ海洋センター災害復旧その他

工事請負契約の変更） 

＜提出理由＞ 

工事請負契約の変更について、熊本市長の専決処分事項に関する条例（昭

和４１年条例第２５号）第３号の規定に基づき専決処分したので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第２項の規定に基づき、市議

会に報告するもの 

＜主な内容＞ 

１ 請 負 金 額   ３１２，４００，０００円 

                ↓ 

          ３１８，４３６，７１４円 

２ 契約の相手方  三友・カワゴエ建設工事共同企業体 

          代表者 熊本市中央区神水本町２０番１０号 

株式会社 三友工務店 

代表取締役 古閑 之博 

 

熊本市東区戸島町９２０番地６ 

株式会社 カワゴエ 

代表取締役 川越 一弘 

３ 専 決 日  令和４年（２０２２年）１月１４日 
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